
平
成
十
三
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
四
号

塩
化
ビ
ニ
ル
製
建
設
資
材
の
表
示
の
標
準
と
な
る

べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十

一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
塩
化
ビ
ニ
ル
製
建
設
資
材
の
表

示
の
標
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

（
表
示
事
項
）

第
一
条
　
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
主
務

省
令
で
定
め
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
塩
化

ビ
ニ
ル
製
建
設
資
材
（
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
三
百
二
十
七

号
）
別
表
第
五
の
一
の
項
の
上
欄
に
規
定
す
る
塩
化
ビ

ニ
ル
製
建
設
資
材
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、

当
該
塩
化
ビ
ニ
ル
製
建
設
資
材
の
材
質
に
関
す
る
事
項

と
す
る
。

（
遵
守
事
項
）

第
二
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
塩
化
ビ
ニ
ル
製
建
設

資
材
を
製
造
す
る
事
業
者
及
び
自
ら
輸
入
し
た
塩
化
ビ

ニ
ル
製
建
設
資
材
を
販
売
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
別
表
の
上
欄
の
指
定
表
示
製
品
の
区
分
ご
と
に
、

別
記
様
式
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に

定
め
る
大
き
さ
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
及
び
記
号
を

用
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
表
示
の
方
法
に
よ

り
、
表
示
を
す
る
こ
と
。

二
　
表
示
を
構
成
す
る
文
字
及
び
記
号
は
、
塩
化
ビ
ニ

ル
製
建
設
資
材
の
模
様
及
び
色
彩
と
比
較
し
て
容
易

に
識
別
で
き
る
こ
と
。

三
　
第
一
号
に
規
定
す
る
表
示
に
装
飾
を
施
す
に
当
た

っ
て
は
、
前
号
に
反
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
又

は
輸
入
さ
れ
た
塩
化
ビ
ニ
ル
製
建
設
資
材
に
つ
い
て

は
、
法
第
二
十
五
条
、
第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四

十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
六
日
経
済
産
業

省
令
第
一
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
二
月
二
六
日
経
済
産
業

省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
経
済
産
業
省
令

第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

指
定
表

示
製
品

の
区
分

文
字
及
び
記

号
の
大
き
さ

表
示
の
方
法

一
　
硬

質
塩
化

ビ
ニ
ル

製
の
管

硬
質
塩
化
ビ

ニ
ル
製
の
管

の
外
径
が
八

十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
未
満
の

も
の
に
つ
い

て
は
、
十
四

ポ

イ

ン

ト

（
日
本
産
業
規

格
Ｚ
八
三
〇

五
に
規
定
す

る
ポ
イ
ン
ト

を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）

硬
質
塩
化
ビ

ニ
ル
製
の
管

の
外
径
が
八

十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
上
の

も
の
に
つ
い

て
は
、
二
十

ポ
イ
ン
ト

そ
の
表
面
に
、
長
さ
一
メ
ー
ト
ル

ご
と
に
、
一
箇
所
以
上
、
印
刷

し
、
ラ
ベ
ル
を
は
り
、
又
は
刻
印

す
る
こ
と
。

二
　
硬

質
塩
化

ビ
ニ
ル

製
の
雨

ど
い

十
ポ
イ
ン
ト

そ
の
表
面
に
、
一
箇
所
以
上
、
印

刷
し
、
ラ
ベ
ル
を
は
り
、
又
は
刻

印
す
る
こ
と
。

三
　
硬

質
塩
化

ビ
ニ
ル

製
の
窓

枠

十
ポ
イ
ン
ト

そ
の
表
面
に
、
一
箇
所
以
上
、
印

刷
し
、
ラ
ベ
ル
を
は
り
、
又
は
刻

印
す
る
こ
と
。

四
　
塩

化
ビ
ニ

二
十
ポ
イ
ン

ト

シ
ー
ト
状
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

そ
の
表
面
に
、
居
室
、
廊
下
そ
の

ル
製
の

床
材

他
の
区
画
ご
と
に
、
一
箇
所
以

上
、
ラ
ベ
ル
を
は
り
、
若
し
く
は

刻
印
す
る
こ
と
、
又
は
そ
の
裏
面

に
、
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
ご
と

に
、
一
箇
所
以
上
、
印
刷
し
、
若

し
く
は
刻
印
す
る
こ
と
。

タ
イ
ル
状
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

そ
の
表
面
に
、
居
室
、
廊
下
そ
の

他
の
区
画
ご
と
に
、
一
箇
所
以

上
、
ラ
ベ
ル
を
は
り
、
若
し
く
は

刻
印
す
る
こ
と
、
又
は
そ
の
裏
面

に
、
一
箇
所
以
上
、
印
刷
し
、
若

し
く
は
刻
印
す
る
こ
と
。

五
　
塩

化
ビ
ニ

ル
製
の

壁
紙

二
十
ポ
イ
ン

ト

そ
の
表
面
に
、
居
室
、
廊
下
そ
の

他
の
区
画
ご
と
に
、
塩
化
ビ
ニ
ル

製
の
壁
紙
の
種
類
に
応
じ
、
一
箇

所
以
上
、
ラ
ベ
ル
を
は
る
こ
と
、

又
は
そ
の
裏
面
に
、
面
積
一
平
方

メ
ー
ト
ル
ご
と
に
、
一
箇
所
以

上
、
印
刷
し
、
若
し
く
は
ラ
ベ
ル

を
は
る
こ
と
。

別
記
様
式

1


